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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属ナノ粒子を用いて構成され、透明基板の一主面上に設けられた金属細線パターンと
、
　前記金属細線パターンの表面を覆うように前記透明基板の一主面上に設けられ、かつ、
表面粗さが５ｎｍ以下である金属酸化物層とを有する
　透明電極。
【請求項２】
　前記金属酸化物層は、金属酸化物ナノ粒子を用いて構成された
　請求項１に記載の透明電極。
【請求項３】
　前記金属酸化物ナノ粒子の平均粒径は、５０ｎｍ以下である
　請求項２に記載の透明電極。
【請求項４】
　前記金属酸化物層は、酸化インジウム・スズを用いて構成された
　請求項１～３のいずれか一項に記載の透明電極。
【請求項５】
　透明基板上に、金属ナノ粒子を用いて構成された金属細線パターンを形成する第１工程
と、
　前記金属細線パターンを覆うように、かつ、表面粗さが５ｎｍ以下となるように透明基
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板上に金属酸化物層を成膜する第２工程とを有する
　透明電極の製造方法。
【請求項６】
　前記第２工程は、前記金属細線パターンが形成された透明基板上に金属酸化物ナノ粒子
が分散された分散液を塗布した後、乾燥処理することで前記金属酸化物層を成膜する
　請求項５記載の透明電極の製造方法。
【請求項７】
　前記乾燥処理は、赤外線乾燥、またはフラッシュ光乾燥によって乾燥を行う
　請求項６記載の透明電極の製造方法。
【請求項８】
　前記第１工程後、１分以内に前記第２工程を行う
　請求項５～７のいずれか一項に記載の透明電極の製造方法。
【請求項９】
　請求項１～４に記載の透明電極を用いた電子デバイス。
【請求項１０】
　前記電子デバイスが有機電界発光素子である
　請求項９に記載の電子デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透明電極、透明電極の製造方法、及び、この透明電極を用いた電子デバイス
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、薄型の発光材料として有機電界発光素子が注目されている。
　有機材料のエレクトロルミネッセンス（Electro Luminescence：ＥＬ）を利用した有機
電界発光素子（いわゆる有機ＥＬ素子）は、数Ｖ～数十Ｖ程度の低電圧で発光が可能な薄
膜型の完全固体素子であり、高輝度、高発光効率、薄型、軽量といった多くの優れた特徴
を有している。このため、各種ディスプレイのバックライト、看板や非常灯等の表示板、
照明光源等の面発光体として近年注目されている。
【０００３】
　このような有機ＥＬ素子は、２枚の電極間に有機材料を用いて構成された発光層が配置
された構成であり、発光層で生じた発光光は電極を透過して外部に取り出される。このた
め、２枚の電極のうちの少なくとも一方は透明電極として構成され、透明電極側から発光
光は取り出される。
【０００４】
　なお、透明電極は、有機ＥＬ素子だけでなく、太陽光電池、タッチパネル、液晶表示素
子、各種受光素子の電極等にも利用されている。また透明電極は、通常、膜厚の薄い導電
膜であるので、その薄さを利用して、フレキシブルな電子デバイスにも用いられる。
【０００５】
　以上のような電子デバイスにおいては、近年、透明電極の大面積化のための低抵抗化が
求められている。そこで、導電性金属材料からなる細線構造部と透光性の導電膜とを有す
る透明電極（例えば下記特許文献１参照）や、金属ナノ粒子より形成された導電性の金属
細線パターンと、該金属細線パターン上に導電性ポリマー含有層とを有する構成（例えば
下記特許文献２参照）により、低抵抗化を狙った提案がなされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－４３４８号公報
【特許文献２】特開２０１３－８９３９７号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、このような透明電極は、電極の表面平滑性が不十分であるため、電子デ
バイスに用いた場合には、例えば電極表面の部分的な突起等を起点として電極の短絡やシ
ョート等の不具合が生じるという課題を有していた。さらに、上記特許文献２に示された
構成の透明電極は、導電性ポリマーを用いて構成されているため、高温・高湿環境下にお
いて性能が劣化するという課題を有している。
【０００８】
　そこで本発明は、表面平滑性を有しながらも高温・高湿耐性に優れた透明電極、及びこ
の透明電極の製造方法、及び、この透明電極を用いることによって信頼性の向上が図られ
た電子デバイスを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　このような目的を達成するための本発明の透明電極は、金属ナノ粒子を用いて構成され
、透明基板の一主面上に設けられた金属細線パターンと、金属細線パターンの表面を覆う
ように透明基板の一主面上に設けられ、かつ、表面粗さが５ｎｍ以下である金属酸化物層
とを有する。
【００１０】
　また本発明の透明電極の製造方法は、透明基板上に、金属ナノ粒子を用いて構成された
金属細線パターンを形成する第１工程と、金属細線パターンを覆うように、かつ、表面粗
さが５ｎｍ以下となるように透明基板上に金属酸化物層を成膜する第２工程とを有する。
【００１１】
　また本発明の電子デバイスは、上記構成の透明電極を有することを特徴としている。電
子デバイスは、例えば有機電界発光素子であることとする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、表面平滑性を有しながらも高温・高湿耐性に優れた透明電極、及び、
この透明電極を用いたことにより信頼性の向上が図られた電子デバイスを提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１実施形態に係る透明電極の構成を示す断面模式図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る透明電極の変形例の構成を示す断面模式図である。
【図３】本発明の第２実施形態に係る透明電極の製造に用いる製造装置の構成図である。
【図４】図３の製造装置における波長制御赤外線ヒーターの構成を示す断面模式図である
。
【図５】図４の波長制御赤外線ヒーターの変形例を示す断面模式図である。
【図６】本発明の透明電極を用いた電子デバイス（有機ＥＬ素子）の一例を示す断面模式
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を、図面に基づいて次に示す順に説明する。
１．第１実施形態：透明電極
１－１．変形例：光取り出し層を設けた透明電極
２．第２実施形態：透明電極の製造装置及び製造方法
３．第３実施形態：透明電極の用途
４．第４実施形態：電子デバイス（有機ＥＬ素子）
５．第５実施形態：電子デバイス（有機ＥＬ素子）の用途
【００１５】
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≪１．第１実施形態：透明電極≫
　図１は、本発明の第１実施形態に係る透明電極の構成を示す断面模式図である。この図
に示すように、透明電極１０は、透明基板１１の一主面上に金属細線パターン１と、金属
酸化物層２とを積層した３層構造である。すなわち、例えば透明基板１１上に、金属細線
パターン１と金属酸化物層２とがこの順に設けられている。このうち、透明電極１０にお
ける金属細線パターン１は、金属ナノ粒子１ａを用いて構成され、金属酸化物層２は、金
属細線パターン１の表面を覆うように透明基板１１上に設けられ、表面粗さが５ｎｍ以下
であるところが特徴的である。
【００１６】
　以下に、このような積層構造の透明電極１０を構成する各構成要素の詳細を、透明基板
１１、金属細線パターン１、及び金属酸化物層２の順に説明する。尚、本発明の透明電極
１０の透明とは、波長５５０ｎｍでの光透過率が５０％以上であることをいう。
　また、大面積の電子デバイスに用いるための透明電極のシート抵抗（Ω／ｓｑ．）は、
１（Ω／ｓｑ．）以下であることが好ましく、０．５（Ω／ｓｑ．）以下であることがさ
らに好ましい。シート抵抗（Ω／ｓｑ．）は、例えば、ＪＩＳ　Ｋ６９１１、ＡＳＴＭ　
Ｄ２５７等に準拠して測定することができ、また市販の表面抵抗率計を用いて測定するこ
とができる。
【００１７】
＜透明基板＞
　本発明の透明電極に用いられる透明基板１１としては、高い光透明性を有していれば、
特に制限はない。例えば樹脂基板、樹脂フィルム、ガラス等が好適に挙げられるが、生産
性の観点や軽量性と柔軟性といった性能の観点から透明樹脂フィルムを用いることが好ま
しい。
【００１８】
　透明樹脂フィルムは、特に制限はなく、その材料、形状、構造、厚み等については公知
のものの中から適宜選択することができる。例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ
）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、変性ポリエステル等のポリエステル系樹脂フ
ィルム、ポリエチレン（ＰＥ）樹脂フィルム、ポリプロピレン（ＰＰ）樹脂フィルム、ポ
リスチレン樹脂フィルム、環状オレフィン系樹脂等のポリオレフィン類樹脂フィルム、ポ
リ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン等のビニル系樹脂フィルム、ポリエーテルエーテルケ
トン（ＰＥＥＫ）樹脂フィルム、ポリサルホン（ＰＳＦ）樹脂フィルム、ポリエーテルサ
ルホン（ＰＥＳ）樹脂フィルム、ポリカーボネート（ＰＣ）樹脂フィルム、ポリアミド樹
脂フィルム、ポリイミド樹脂フィルム、アクリル樹脂フィルム、トリアセチルセルロース
（ＴＡＣ）樹脂フィルム等を挙げることができる。そして特に、可視域の波長（３８０～
７８０ｎｍ）における透過率が８０％以上の透明樹脂フィルムであれば、好ましく適用す
ることができる。
【００１９】
　中でも透明性、耐熱性、取り扱いやすさ、強度及びコストの点から、透明樹脂フィルム
は、二軸延伸ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム、二軸延伸ポリエチレンナフタレ
ート樹脂フィルム、ポリエーテルサルホン樹脂フィルム、ポリカーボネート樹脂フィルム
等の二軸延伸ポリエステル樹脂フィルムであることが好ましく、二軸延伸ポリエチレンテ
レフタレート樹脂フィルム、二軸延伸ポリエチレンナフタレート樹脂フィルムであること
がより好ましい。
【００２０】
　また透明基板１１は、塗布液の濡れ性や接着性を確保するために、表面処理を施すこと
や易接着層を設けることができる。透明基板１１の表面処理や易接着層については、従来
公知の技術を使用できる。透明基板１１の表面処理としては、例えばコロナ放電処理、火
炎処理、紫外線処理、高周波処理、グロー放電処理、活性プラズマ処理、レーザー処理等
の表面活性化処理を挙げることができる。
【００２１】
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　また、易接着層を構成する材料としては、例えばポリエステル、ポリアミド、ポリウレ
タン、ビニル系共重合体、ブタジエン系共重合体、アクリル系共重合体、ビニリデン系共
重合体、エポキシ系共重合体等を挙げることができる。易接着層は、単層でもよいが、接
着性を向上させるために２層以上で構成してもよい。
【００２２】
　また、透明基板１１の表面又は裏面には、無機物、有機物の被膜又はその両者のハイブ
リッド被膜が形成されていてもよい。このような被膜及びハイブリット被膜は、ＪＩＳ　
Ｋ　７１２９－１９９２に準拠した方法で測定された水蒸気透過度（２５±０．５℃、相
対湿度（９０±２）％ＲＨ）が、１×１０-3ｇ／（ｍ2・２４ｈ）以下のバリア性フィル
ムであることが好ましい。またさらに、ＪＩＳ　Ｋ　７１２６－１９８７に準拠した方法
で測定された酸素透過度が、１×１０-3ｍｌ／ｍ2・２４ｈ・ａｔｍ以下（１ａｔｍは、
１．０１３２５×１０5Ｐａである）、水蒸気透過度（２５±０．５℃、相対湿度（９０
±２）％ＲＨ）が、１×１０-3ｇ／（ｍ2・２４ｈ）以下の高バリア性フィルムであるこ
とが好ましい。
【００２３】
　上記バリア性フィルムの形成材料としては、水分や酸素等素子の劣化をもたらすものの
浸入を抑制する機能を有する材料であればよく、例えば酸化珪素、二酸化珪素、窒化珪素
等を用いることができる。さらに、上記バリア性フィルムの脆弱性を改良するために、無
機材料膜と有機材料膜とを積層した構造を持たせることがより好ましい。なお、この場合
、無機材料膜と有機材料膜との積層順については特に制限はないが、両者を交互に複数回
積層させることが好ましい。
【００２４】
＜金属細線パターン＞
　本発明の金属細線パターン１は、金属ナノ粒子１ａを用いて構成され、透明基板１１の
一主面上に設けられている。
【００２５】
　金属ナノ粒子１ａを構成する金属材料としては、導電性に優れていれば特に制限はなく
、例えば金、銀、銅、鉄、ニッケル、クロム等の金属の他に合金でもよいが、導電性及び
安定性の観点から銀であることが好ましい。
【００２６】
　また金属ナノ粒子１ａの平均粒径は、１ｎｍ以上１００ｎｍ以下であることが好ましく
、１ｎｍ以上５０ｎｍ以下であることがより好ましく、１ｎｍ以上３０ｎｍ以下であるこ
とがより好ましい。金属ナノ粒子１ａの平均粒径が１ｎｍ以上であることにより、溶媒へ
の分散性が良好となり、透明基板との密着性も良好になる。また、平均粒径が１００ｎｍ
以下であることにより、透明電極の透明性に影響することなく導電性を確保することがで
きる。
【００２７】
　ここで、金属ナノ粒子１ａの平均粒径は、金属ナノ粒子１ａの電子顕微鏡観察から、円
形、楕円形又は実質的に円形若しくは楕円形として観察できる金属ナノ粒子１ａをランダ
ムに２００個以上観察し、各金属ナノ粒子１ａの粒径を求め、その数平均値を求めること
により得られる。ここで、本発明に係る平均粒径とは、円形、楕円形又は実質的に円形若
しくは楕円形として観察できる金属ナノ粒子１ａの外縁を２本の平行線で挟んだ距離のう
ち最小の距離を指す。尚、金属ナノ粒子１ａの平均粒径を測定する際に、明らかに金属ナ
ノ粒子１ａの側面などを表しているものは測定しないこととする。
【００２８】
　金属細線パターン１のパターン形状は、特に制限はなく、例えばストライプ状、あるい
はメッシュ状であってもよいが、透明性の観点から透明電極１０の開口率が、８０％以上
となるように金属細線パターン１が設けられることが好ましい。
【００２９】
　透明電極１０の開口率とは、光透過性を有する領域が全体に占める割合である。例えば
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金属細線パターン１が光不透過性の金属材料で構成され、線幅１００μｍ、線間隔１ｍｍ
のストライプ状パターンである場合には、透明電極１０の開口率は、およそ９０％である
。
【００３０】
　金属細線パターン１のパターン形状の線幅は、１０～２００μｍであることが好ましい
。パターン形状の線幅が１０μｍ以上であることにより、所望の導電性を確保することが
できる。また、パターン形状の線幅が２００μｍ以下であることにより、透明電極として
十分な透明性を確保することができる。
【００３１】
　金属細線パターン１の高さは、０．１～５μｍであることが好ましい。金属細線パター
ン１の高さが０．１μｍ以上であることにより、所望の導電性を確保することができる。
また、金属細線パターン１の高さが５μｍ以下であることにより、例えば透明電極１０を
有機ＥＬ素子等の電子デバイスに用いた場合に、金属細線パターンの高さによる凹凸差が
その上部に形成される発光機能層の膜厚分布に影響を与えない。
【００３２】
＜金属細線パターンの形成方法＞
　金属細線パターン１の形成方法としては、金属ナノ粒子１ａを含有するインクを所望の
パターン形状に印刷する方法が好ましい。このような印刷方法としては、特に制限はなく
、グラビア印刷、フレキソ印刷、オフセット印刷、スクリーン印刷、インクジェット印刷
等の公知の印刷法により所望のパターン形状に形成できる。
【００３３】
＜金属酸化物層＞
　金属酸化物層２は、金属細線パターン１の表面を覆うように透明基板１１の一主面上に
設けられ、表面粗さが５ｎｍ以下（好ましくは３ｎｍ以下）であるところが特徴的である
。また、金属酸化物層２は、層媒体と、この層媒体中に分散される金属酸化物ナノ粒子と
を用いて構成されていることが好ましい。
　なお、表面粗さは、算術平均粗さＲａ（ｎｍ）であり、例えば原子間力顕微鏡（Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製）を用いて測定することとする。
【００３４】
　金属細線パターン１は、金属ナノ粒子１ａを用いて構成されているため、パターン形成
工程や乾燥工程中に粒子同士が凝集する等して、表面に部分的な突起を有している。金属
酸化物層２は、このような金属細線パターン１の突起を埋め込むことにより、その表面粗
さが５ｎｍ以下となっている。
【００３５】
　金属酸化物層２の膜厚は、０．０５～５μｍであることが好ましく、０．１～２μｍで
あることがさらに好ましい。金属酸化物層２の膜厚が０．１μｍ以上であることにより、
透明電極１０の十分な表面平滑性を確保することができる。また、金属酸化物層２の膜厚
が２μｍ以下であることにより、透明電極１０の透明性に影響を与えない。
　ここで、金属酸化物層２の膜厚は、金属細線パターン１の表面を覆うように形成されて
いれば、図１に示すように金属細線パターン１の高さ（厚み）より小さくてもよい。
【００３６】
［１．金属酸化物ナノ粒子］
　金属酸化物ナノ粒子を構成する金属酸化物材料としては、特に制限はなく、酸化インジ
ウム・スズ（ＩＴＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）等が挙げられ、導電性
の観点からＩＴＯであることが好ましい。
【００３７】
　また金属酸化物ナノ粒子の平均粒径は、１００ｎｍ以下であることが好ましく、５０ｎ
ｍ以下であることがより好ましく、３０ｎｍ以下であることがより好ましい。平均粒径が
１００ｎｍ以下であることにより、透明電極１０の透明性に影響することなく、導電性及
び電極の表面平滑性を確保することができる。また平均粒径が５０ｎｍ以下であることに
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より、更に良好な導電性及び電極の表面平滑性を得ることができる。
　なお、金属酸化物層２は、上記の金属酸化物ナノ粒子の平均粒径が同じ粒子を用いて構
成されていてもよいし、平均粒子が異なる粒子同士を組み合わせて構成してもよい。
【００３８】
　ここで、金属酸化物ナノ粒子の平均粒径は、上記金属細線パターンの金属ナノ粒子１ａ
の測定方法と同様に測定できる。
【００３９】
［２．金属酸化物ナノ粒子の作製方法］
　金属酸化物ナノ粒子の製造方法の一例として、ＩＴＯ粒子の製造方法を説明する。
【００４０】
（２．１　インジウムとスズとを含有した溶液の作製）
　まず、インジウムとスズとを含有した溶液を作製する。この溶液は、溶媒にインジウム
塩とスズ塩とを溶解し、インジウム濃度が０．１～４．０ｍｏｌ／Ｌ、好ましくは０．２
～２．０ｍｏｌ／Ｌとなるように調整する。またスズ塩の添加量は、インジウムに対して
５～２０ｍｏｌ％とする。
【００４１】
　溶媒としては、インジウム塩及びスズ塩を均一に溶解させ、またはＩＴＯの導電性を向
上させる観点から、１分子当たりに、少なくともＯＨ基を１個以上持つ有機溶媒が好まし
く、ＯＨ基を２個以上もつポリオールがさらに好ましい。具体的には、アルコール類、中
でも多価アルコール類が好ましく、さらに好ましくは、エチレングリコール、ジエチレン
グリコールが挙げられるが、金属酸化物層２の成膜時の加熱温度で容易に蒸発できる溶媒
であればこれに限られず、例えば有機溶媒の沸点が１００℃から３００℃以下、さらに好
ましくは２５０℃以下の多価アルコール、または、その誘導体であればよく、またイオン
性液体でもよい。
【００４２】
　なお、溶媒は１種のみを用いてもよいし、２種以上を混合して用いても良い。さらに好
ましくは、５０体積％以上の水を溶解できる程度の親水性の強い水溶性の有機溶媒を用い
る。
【００４３】
　インジウム塩としては、例えばＩｎ２（Ｃ２Ｏ４）３、ＩｎＣｌ３、Ｉｎ（ＮＯ３）３

およびＩｎ２（ＳＯ４）３の群から選ばれる少なくとも１種のインジウムの無水物結晶塩
、または、Ｉｎ（ＮＯ３）３・３Ｈ２Ｏ、ＩｎＣｌ３・４Ｈ２Ｏ、Ｉｎ２（ＳＯ４）３・
９Ｈ２Ｏなどの水和物の結晶塩等が挙げられる。またインジウム塩は、インジウムメタル
をＨ２Ｃ２Ｏ４、ＨＮＯ３、ＨＣｌ、Ｈ２ＳＯ４等に溶解することにより得られる溶液を
、有機溶媒中に溶解することによって溶媒中に溶解させた状態として得ることができる。
　なお、有機溶媒中の含有水分を少なくするという観点から、無水物結晶塩を用いること
が好ましい。
【００４４】
　スズ塩としては、例えばＳｎ２（Ｃ２Ｏ４）３、ＳｎＣｌ２、ＳｎＣｌ４、Ｓｎ（ＮＯ

３）２およびＳｎＳＯ４の群から選ばれる少なくとも１種のスズの無水物結晶塩、または
、Ｓｎ（ＮＯ３）３・３Ｈ２Ｏ、ＳｎＣｌ３・２Ｈ２Ｏ、ＳｎＣｌ４・５Ｈ２Ｏ、Ｓｎ（
ＳＯ４）２・２Ｈ２Ｏなどの水和物の結晶塩等が挙げられる。またスズ塩は、スズメタル
をＨ２Ｃ２Ｏ４、ＨＮＯ３、ＨＣｌ、Ｈ２ＳＯ４等に溶解することにより得られる溶液を
、有機溶媒中に溶解することによって溶媒中に溶解させた状態として得ることができる。
また、テトラメチルスズ、テトラブチルスズなどの有機スズを有機溶媒中に溶解して用い
ても良い。
　なお、有機溶媒中の含有水分を少なくするという観点から、無水物結晶塩または有機ス
ズを用いることが好ましいが、取扱い安全性の観点からは、無水物結晶塩を用いることが
好ましい。
【００４５】
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　インジウムとスズとを含有した溶液中のインジウム濃度は、中和反応前において、０．
１～４．０ｍｏｌ／Ｌ、好ましくは０．２～２．０ｍｏｌ／Ｌになるように調整する。イ
ンジウム濃度が０．１ｍｏｌ／Ｌ以上であることにより、ＩＴＯ粒子の生産性を確保でき
る。また、インジウム濃度が４．０ｍｏｌ／Ｌ以下であることにより、インジウム塩が有
機溶媒中に析出することなく溶解し、後述する加熱処理時の溶液中において、インジウム
塩が均一に有機溶媒中に存在するため、均一な粒径の粒子を作製することができる。
【００４６】
（２．２　スズ含有インジウム水酸化物沈殿溶液の作製）
　次に、インジウムとスズとを含有した溶液の液温を５℃～９５℃、好ましくは１０℃～
５０℃の範囲に維持する。そして、保温された溶液に、塩基性塩を含有した溶液を、２４
時間以内に、好ましくは１分間～１２０分間の添加時間で添加し、スズを含有するインジ
ウム水酸化物を含む沈殿溶液（以下、「スズ含有インジウム水酸化物沈殿溶液」と記す）
を作製する。
【００４７】
　塩基性塩を含有した溶液は、上記有機溶媒に沈殿剤として塩基性塩を溶解することで作
製する。
【００４８】
　塩基性塩としては、例えばＮａＯＨ、ＫＯＨ、ＮＨ４ＯＨ、ＮＨ３、ＮＨ４ＨＣＯ３お
よび（ＮＨ４）２ＣＯ３等が挙げられ、ＮａＯＨ、（ＮＨ４）２ＣＯ３を用いることが好
ましい。なお、塩基性塩は、この群から選ばれる少なくとも１種の塩基性塩を有していれ
ばよく、２種以上を混合してもよい。
【００４９】
　塩基性塩の添加量は、インジウム塩の０．５～１００当量、好ましくは１．０～１０当
量となるように添加する。塩基性塩の投入量が多いほど、沈殿時のｐＨ変動が急激に起こ
り微細な粒子を生成できる。
【００５０】
（２．３　加熱処理）
　次いで、生成したスズ含有インジウム水酸化物粒子からＩＴＯ粒子を得る為に、得られ
たスズ含有インジウム水酸化物沈殿溶液を密閉容器中にて加熱処理（オートクレーブ処理
）を行う。この際、凝集体増加を回避する観点から、スズ含有インジウム水酸化物粒子を
沈殿溶液から固液分離し、乾燥させることなく加熱処理（オートクレーブ処理）工程に移
行することが好ましい。
　なお、密閉容器中にて加熱処理するスズ含有インジウム水酸化物沈殿溶液に含まれる水
分量は、高純度のスズ含有酸化インジウムを生成する観点から、１５質量％以下であるこ
とが好ましく、５質量％以下であることがさらに好ましい。
【００５１】
　加熱処理温度及び処理時間は、使用する材料に合わせて適宜設定することとする。加熱
装置としては、例えばマントルヒーター、リボンヒーター、オイルバス等が挙げられる。
また、反応器は、使用する溶媒の３００℃の蒸気圧の圧力下でも密閉状態を保持する機能
を有するものを用いることが好ましい。
【００５２】
（２．４　固液分離・洗浄）
　次いで、固液分離・洗浄を行い、ＩＴＯ粒子のスラリーを得る。ここで、ＩＴＯ粒子の
スラリーは、後述する金属酸化物層２の製造工程へ送っても良いし、一旦、乾燥させてＩ
ＴＯ粒子とした後、金属酸化物層２の製造工程へ送っても良い。
　なお、ＩＴＯ粒子の粒径は、上述した作製工程中において、塩基性塩の投入量や加熱温
度、時間を制御することによって調整される。
【００５３】
［３．層媒体］
　金属酸化物ナノ粒子を分散させる層媒体としては、樹脂材料（バインダー）を用いて構
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成する。
　樹脂材料（バインダー）としては、特に制限はなく、従来公知の材料を用いることがで
き、例えば例えば、ポリアクリロニトリルなどのアクリル系ポリマーやＰＥＤＯＴ（poly
(3,4-ethylenedioxythiophene)）などのポリチオフェン、またはポリアニリンが挙げられ
る。
【００５４】
＜金属酸化物層の形成方法＞
　金属酸化物層２の形成方法としては、例えば、溶媒に上述した層媒体であるバインダー
と金属酸化物ナノ粒子とを分散させた分散液を、金属細線パターン１が形成された透明基
板１１上に塗布し、乾燥処理することで形成する。
【００５５】
　溶媒としては、上記金属酸化物ナノ粒子の形成に用いた有機溶媒の他に、アルコール、
ケトン、エーテル、エステル、トルエン、シクロヘキサン等が挙げられ、純水であっても
良い。またさらに、有機溶媒と界面活性剤またはカップリング剤などの分散剤とを併用し
てもよい。
【００５６】
　塗布する方法としては、特に限定はなく、公知の印刷方法を広く用いることができる。
例えば、グラビアコータ法、フレキソ印刷法、スクリーン印刷法、マイクロコンタクトプ
リント法、インクジェット法、さらに極微量の液適を吐出するスーパーインクジェット法
等各種方式が挙げられるが、版を用いないインクジェット法、又はスーパーインクジェッ
ト法が好ましい方法である。
【００５７】
　乾燥処理としては、例えばホットプレートによる乾燥処理、赤外線照射、またはフラッ
シュ光照射による乾燥処理が挙げられる。中でも、基板にダメージを与えず、効率的に溶
媒を除去でき、層厚分布の均一性が得られる観点から、赤外線照射、またはフラッシュ光
照射による乾燥処理が好ましい。これにより、表面粗さ５ｎｍ以下の金属酸化物層２が成
膜される。
【００５８】
　ここで赤外線照射による乾燥処理の場合、例えば波長制御赤外線ヒーター等により特定
の波長領域を選択的に照射することで乾燥させることが好ましい。これにより、例えば透
明基板１１の特定の吸収領域をカットすることや、金属酸化物層２を構成する溶媒の蒸発
に有効な波長を選択的に照射することができ、薄膜の透明基板１１であっても変形するこ
となく乾燥できる。
【００５９】
　なお、本発明の金属酸化物層２は、表面粗さが５ｎｍ以下を満たす構成であればどのよ
うな態様であってもよい。例えば、本実施形態の金属酸化物層２は、層媒体（バインダー
）と層媒体中に分散される金属酸化物ナノ粒子とを用いて構成したが、層媒体を用いない
構成としてもよい。この場合、上述した金属酸化物層２の形成方法においては、溶媒中に
金属酸化物ナノ粒子を分散させた分散液を金属細線パターン１が形成された透明基板１１
上に塗布し、乾燥処理することで形成することとする。
　また、例えば上述の金属酸化物材料で構成されたベタ膜として成膜されていてもよい。
【００６０】
　また以上のような透明電極１０は、透明基板１１との間に金属細線パターン１と金属酸
化物層２とが挟持される状態で、保護膜で覆われていたり、別の導電性層が積層されてい
ても良い。この場合、透明電極１０の光透過性を損なうことのないように、保護膜及び導
電性層が光透過性を有することが好ましい。また、金属細線パターン１と透明基板１１と
の間にも、必要に応じた層を設けた構成としても良い。
【００６１】
＜効果＞
　以上のような構成の透明電極１０は、金属細線パターン１の表面を覆うように透明基板
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１１の一主面上に設けられ、かつ、表面粗さが５ｎｍ以下である金属酸化物層２を有する
。これにより、例えば金属細線パターン１の表面を覆う材料として導電性ポリマーを用い
た場合と比べて、高温・高湿環境下において性能の劣化が生じることなく、表面平滑性を
有しながらも高温・高湿耐性に優れた透明電極１０が得られる。そしてこのような透明電
極１０を用いた電子デバイスは、信頼性の向上が図られたものとなる。
【００６２】
　また、透明電極１０を構成する金属酸化物層２は、金属酸化物ナノ粒子を用いて構成さ
れている。これにより、金属細線パターン１の電極表面に部分的な突起が存在した場合に
、突起間の空間部を金属酸化物ナノ粒子が分散することにより均一に埋めることができる
ため、さらに表面平滑性が優れた透明電極１０が得られる。
【００６３】
≪１-１．変形例：光散乱層を設けた透明電極≫
　図２は、本発明の第１実施形態に係る透明電極の変形例の構成を示す断面模式図である
。この図に示す透明電極２０が、先の図１を用いて説明した透明電極１０と異なるところ
は、透明基板１１と金属細線パターン１及び金属酸化物層２との間に、光取り出し層２１
を設けて４層構造としたところにあり、他の構成は同一である。すなわち、例えば透明基
板１１上に、光取り出し層２１と、金属細線パターン１と、金属酸化物層２とがこの順に
設けられている。このため、同一の構成要素には同一の符号を付し、重複する説明は省略
する。
【００６４】
＜光取り出し層＞
　光取り出し層２１は、透明基板１１側からの光取り出し効率を向上させる層であり、透
明基板１１と金属細線パターン１及び金属酸化物層２との間に設けられている。また、光
取り出し層２１は、層媒体（バインダー）と光散乱粒子とを用いて構成され、層媒体と光
散乱粒子との混合物による屈折率差を利用した混合光散乱層である。
【００６５】
　以上のような光取り出し層２１は、金属酸化物層２よりも高い屈折率を有し、波長５５
０ｎｍにおける屈折率が１．７以上３．０未満の範囲内である高屈折率層であることが好
ましい。この場合、金属酸化物層２の屈折率より０．１以上高いと好ましく、０．３以上
高いとさらに好ましい。また、光取り出し層２１は、層媒体と光散乱粒子とを混合した場
合に、屈折率１．７以上３．０未満を満たせばよく、各々の素材の屈折率は１．７未満若
しくは３．０以上であってもよい。このような混合系の場合、光取り出し層２１の屈折率
は、各々の素材固有の屈折率に混合比率を乗じた合算値により算出される屈折率で代用可
能である。
　なお、屈折率の測定は、２５℃の雰囲気下で発光ユニットからの発光光の発光極大波長
のうち最も短い発光極大波長の光線を照射し、アッベ屈折率計（ＡＴＡＧＡ社製、ＤＲ－
Ｍ２）を用いて行う。
【００６６】
　また、光取り出し層２１は、透過率が５０％以上であることが好ましく、５５％以上で
あることがより好ましく、６０％以上であることが特に好ましい。
【００６７】
　また、光取り出し層２１の一主面上には、表面を平滑にするための平滑層が形成されて
いてもよい。
【００６８】
　光散乱粒子としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、有機微
粒子であっても、無機微粒子であってもよいが、中でも高屈折率を有する微粒子（高屈折
率粒子）であることが好ましい。ここで、光散乱粒子は、分散性や安定性向上の観点から
、表面処理を施したものを用いてもよい。
【００６９】
　また、バインダーとしては、公知の樹脂（バインダー）が特に制限なく使用可能であり
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、目的に応じて適宜選択することができる。
【００７０】
＜光取り出し層の形成方法＞
　光取り出し層２１の形成方法としては、例えば、溶媒にバインダーと光散乱粒子を分散
させた塗布液を、透明基板１１上に塗布し、乾燥処理することで形成する。なお、バイン
ダーとして硬化性材料を用いる場合には、硬化処理を行う。
【００７１】
　塗布する方法、及び、乾燥処理は、上記金属酸化物層２で説明したと同様の方法を用い
ることができる。
【００７２】
　硬化処理は、バインダーとして紫外線硬化性樹脂を用いる場合には、乾燥処理後の塗布
液に紫外線を照射することができれば、いずれの紫外線照射方法であっても良い。例えば
、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、低圧水銀灯、カーボンアーク、キセノンアーク、メタルハ
ライドランプ等の光線から発する紫外線等が利用でき、好ましくはエキシマＵＶランプに
よる紫外線が使用される。
【００７３】
　また、バインダーとして、電離放射線硬化型樹脂組成物を用いる場合には、電離放射線
硬化型樹脂組成物の通常の硬化方法、すなわち、電子線又は紫外線を照射することによっ
て硬化させることができる。例えば、コックロフワルトン型、バンデグラフ型、共振変圧
型、絶縁コア変圧器型、直線型、ダイナミトロン型、高周波型等の各種電子線加速器から
放出される１０～１０００ｋｅＶの範囲内、好ましくは３０～３００ｋｅＶの範囲内のエ
ネルギーを有する電子線等が使用される。これらの中でも特に電子線強度の弱い物が好ま
しく、浜松ホトニクス社製の電子線光源『ＥＢエンジン』等が特に好ましく適用できる。
【００７４】
　また以上のような透明電極２０は、透明基板１１との間に光取り出し層２１と金属細線
パターン１と金属酸化物層２とが挟持される状態で、保護膜で覆われていたり、別の導電
性層が積層されていても良い。この場合、透明電極２０の光透過性を損なうことのないよ
うに、保護膜及び導電性層が光透過性を有することが好ましい。また、金属細線パターン
１と透明基板１１との間にも、必要に応じた層を設けた構成としても良い。
【００７５】
＜効果＞
　以上のような構成の透明電極２０は、透明基板１１と金属細線パターン１及び金属酸化
物層２との間に、光取り出し層２１が設けられる構成である。これにより、第１実施形態
の効果に加えて、透明基板１１側からの光透過性が向上する。そしてこのような透明電極
２０を用いた電子デバイスは、有機ＥＬ素子として用いた場合に、発光効率の向上が図ら
れたものとなる。
【００７６】
≪２．第２実施形態：透明電極の製造装置及び製造方法≫
　図３は、本発明の第２実施形態に係る透明電極の製造に用いる製造装置の構成図である
。この図に示すように、製造装置１００は、いわゆるロール・トゥ・ロール方式により、
ロール状に巻かれた透明基板１１を、元巻きロール１０２から巻取りロール１０４で巻き
取り、その巻き取り搬送の途中で、透明基板１１上に金属細線パターン１と金属酸化物層
２とを形成する装置である。また、本実施形態においては、金属細線パターン１の形成後
、５分以内（好ましくは１分以内）に金属酸化物層２の形成が行われるところが特徴的で
ある。
　なお、ここでは、図１に示す透明電極１０を製造する装置及び方法について説明する。
【００７７】
＜製造装置＞
　図３に示すように、製造装置１００は、主に搬送部１１０、第１塗布部１２０、第１乾
燥部１３０、第２塗布部１４０、第２乾燥部１５０、搬送部１６０から構成されている。
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【００７８】
［１．搬送部１１０］
　搬送部１１０には、複数の搬送ローラー１１２が設置されている。搬送部１１０では、
搬送ローラー１１２により元巻きロール１０２から透明基板１１が引き出されながら、透
明基板１１の張力調整などが行われる。
　搬送部１１０にはアキュムレーターを設置することが可能である。搬送部１１０にアキ
ュムレーターを設置した場合には、連続搬送、間欠搬送の選択が可能となり、搬送部１１
０にアキュムレーターを設置することは好ましい態様である。
【００７９】
［２．第１塗布部１２０］
　第１塗布部１２０には、搬送ローラー１２２、プラテン１２４、印刷ヘッド１２６が設
置されている。第１塗布部１２０では、搬送ローラー１２２により透明基板１１が搬送さ
れ、その途中で透明基板１１がプラテン１２４により支持されながら透明基板１１に対し
印刷ヘッド１２６から塗布液が塗布・パターニングされる。なお、印刷ヘッド１２６は、
インクジェット印刷のためのヘッドである。
【００８０】
［３．第１乾燥部１３０］
　第１乾燥部１３０には、搬送ローラー１３２、波長制御赤外線ヒーター３０が設置され
ている。第１乾燥部１３０では、搬送ローラー１３２により透明基板１１が搬送され、そ
の途中で塗布・パターニング後の塗布液に対し波長制御赤外線ヒーター３０により赤外線
が照射され、塗布液が乾燥させられる。
【００８１】
　図４は、製造装置における波長制御赤外線ヒーターの構成を示す断面模式図である。こ
の図に示すように、波長制御赤外線ヒーター３０は、外観が円柱状を有しており、主にフ
ィラメント３２、保護管３４及びフィルター３６、３８がこの順に同心円状に配置された
構成を有している。
【００８２】
　また、波長制御赤外線ヒーター３０は、波長３．５μｍ以上の赤外線を吸収する機能を
有している。「波長３．５μｍ以上の赤外線を吸収する」とは、波長３．５μｍ以上の遠
赤外線領域において、赤外線透過率が５０％以下であることをいい、好ましくは４０％以
下、さらに好ましくは３０％以下であることをいう。
【００８３】
　フィルター３６、３８自体は、フィラメント３２により加熱され高温となるため、自身
が赤外線の放射体となり、フィラメント３２が発する赤外線より、長波長の赤外線を放射
する。しかし、波長制御赤外線ヒーター３０では、フィルター３６、３８の間の中空部４
０で冷媒（例えば冷却空気）が流通するようになっており、その冷却機能によりフィルタ
ー３６、３８の表面温度を低下させ、フィルター３６、３８が発する２次放射を抑制する
ことができるようになっている。その結果、主に透明基板１１に吸収領域のある波長３．
５μｍ以上の遠赤外線をカットできる。そして、被乾燥物には、溶媒の吸収領域である波
長３．５μｍ以下の近赤外線を選択的に照射することで、透明基板１１を変形させること
なく塗布液を乾燥させることができる。
【００８４】
　フィルター３６、３８の材質としては、石英ガラス、ホウケイ酸ガラスなどがあり、耐
熱性、耐熱衝撃性の点から石英ガラスが好ましい。
【００８５】
　また、フィルター３６、３８の厚さ及び枚数は、必要な赤外線スペクトルにより、適宜
選択・変更することができる。
【００８６】
　冷却機能としては、上記のとおり、波長制御用のフィルターを中空で二重又は多重積層
し、フィルター間の中空部分に空気を流すことで冷却できる。
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【００８７】
　フィルター３６、３８の形状は、上記のとおり、円柱状のフィラメント３２全体を同心
円状に覆ってもよいし、図５に示すとおり、フィラメント３２（及び保護管３４）の３方
向を反射板４２で被覆し、赤外線の放射面側にフィルター３６、３８を平行板状に配置し
てもよい。
【００８８】
　また、フィルター３６、３８に加えさらに別のフィルターを配置して多重構造としても
よい。この場合の冷却機能は、冷却用の空気を、フィルター間の中空部同士で互いに逆方
向に流すことが冷却効率の点から好ましい。また、排出側の冷却用空気は、系外に排出し
てもよいし、乾燥処理工程で使用する熱風の一部として利用してもよい。
【００８９】
　フィラメント３２の温度は、放射される赤外線スペクトルの主波長が溶媒の吸収に相当
する３．５μｍ以下となるため、６００℃以上が好ましく、フィラメント３２の耐熱性の
点から３０００℃以下とすることが好ましい。
　ここで、ウィーンの変位則によれば、フィラメント温度を昇温させると、放射される赤
外線スペクトルの主波長が溶媒の吸収波長に相当する３．５μｍ以下とすることができる
。すなわち、透明基板１１に吸収領域のある波長３．５μｍ以上の遠赤外線をカットでき
る。
　したがって、フィラメント３２の温度を適宜選択・変更することで、溶媒の吸収波長に
相当する波長域の輻射エネルギーを増加させることができる。
【００９０】
　また、被乾燥物側に配置される最外側のフィルター３８の表面温度は、フィルター３８
自身の赤外線吸収による２次放射を抑制する観点から、２００℃以下とすることが好まし
く、１５０℃以下とすることがさらに好ましい。この場合、フィルター３８の表面温度は
、二重又は多重に積層されたフィルター間に空気を流すことで調整できる。
【００９１】
　また、第１乾燥部１３０は、被乾燥物に吸収されなかった赤外線を高効率で利用するた
めに、乾燥処理ゾーンが赤外線反射性の高い材料により構成（被覆）されていてもよい。
【００９２】
　なお、図４及び図５に示すとおり、波長制御赤外線ヒーター３０には中空部４０で冷媒
を流通（循環）させるための冷却機構５０が接続され、さらに冷却機構５０とフィラメン
ト３２とには制御装置６０が接続されている。かかる制御回路において、制御装置６０に
より、冷却機構５０による中空部４０への冷媒の流通量やフィラメント３２の発熱温度な
どが制御される。
【００９３】
［４．第２塗布部１４０］
　図３に示す第２塗布部１４０は、第１塗布部１２０と同様の構成・作用を有しており、
搬送ローラー１４２により透明基板１１が搬送され、その途中で透明基板１１がプラテン
１４４により支持されながら透明基板１１に対し印刷ヘッド１４６から塗布液が塗布・パ
ターニングされる。
【００９４】
　なお、このような第２塗布部１４０は、第１乾燥部１３０よりも透明基板１１の移動方
向の下流側に連続的に配置されている。したがって、本実施形態の製造装置においては、
乾燥処理終了後、すなわち第１乾燥部１３０における赤外線照射終了後、５分以内（好ま
しくは１分以内）に第２塗布部１４０において金属酸化物層の塗布を開始することができ
る。
【００９５】
［５．第２乾燥部１５０］
　第２乾燥部１５０は、第１乾燥部１３０と同様の構成・作用を有しており、搬送ローラ
ー１５２により透明基板１１が搬送され、その途中で塗布・パターニング後の塗布液に対
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し波長制御赤外線ヒーター１５４により赤外線が照射され、塗布液が乾燥させられる。な
お、波長制御赤外線ヒーター１５４は、波長制御赤外線ヒーター３０と同様のものである
。
【００９６】
［６．搬送部１６０］
　搬送部１６０は、搬送部１１０と同様の構成・作用を有しており、搬送ローラー１６２
により透明基板１１が搬送されながら透明基板１１の張力調整などが行われ、透明基板１
１が巻取りロール１０４に巻き取られる。
【００９７】
　本発明の透明電極の作製に用いる製造装置は、上述した製造装置１００の構成以外にも
、下記に説明するような構成であってもよい。
【００９８】
　例えば、本実施形態の製造装置１００においては、インクジェット法によって塗布・パ
ターニングを行う第１塗布部１２０及び第２塗布部１４０を説明したが、これに限られず
、公知の印刷方法による塗布部としてもよい。
【００９９】
　また、赤外線照射によって乾燥処理を行う第１乾燥部１３０及び第２乾燥部１５０を説
明したが、これに限られず、例えばホットプレートによる乾燥処理、またはフラッシュ光
照射による乾燥部としてもよい。
【０１００】
　フラッシュ光照射による乾燥部とした場合に、フラッシュ光を放出するフラッシュラン
プの放電管としては、キセノン、ヘリウム、ネオン、アルゴンを用いることができるが、
キセノンを用いることが好ましい。
【０１０１】
　フラッシュランプの波長領域は、透明基板１１にダメージを与えずに乾燥処理を行う観
点から、２４０ｎｍ～２０００ｎｍの範囲であることが好ましい。
【０１０２】
　また、フラッシュランプは、金属細線パターン１が形成されている透明基板１１の一主
面側からの照射だけではなく、裏面側から照射できるように配置されていてもよく、両側
から照射できるように配置されていてもよい。
【０１０３】
　また、フラッシュ光照射は大気中で行ってもよいが、必要に応じ、窒素、アルゴン、ヘ
リウムなどの不活性ガス雰囲気中で行うこともできる。
【０１０４】
　また、本実施形態の製造装置１００においては、ロール・トゥ・ロール方式の装置を説
明したが、これに限られず、例えばバッチ方式、枚葉方式等の装置であってもよい。この
場合には、各層の形成工程において真空下での処理も可能となる。
【０１０５】
＜製造方法＞
　次に、図３を用いて、図１に示す透明電極１０の製造方法を説明する。
【０１０６】
［１．第１工程］
　先ず、透明基板１１上に、金属ナノ粒子１ａを用いて構成された金属細線パターン１を
形成する。ここでは、主に下記（ｉ）～（ii）の工程を経て、金属細線パターン１を形成
する。
（ｉ）第１塗布部１２０において、金属ナノ粒子１ａ含有の塗布液を透明基板１１上に塗
布・パターニングする。
（ii）第１乾燥部１３０において、塗布・パターニング後の金属ナノ粒子１ａ含有の塗布
液を乾燥処理する。
【０１０７】
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　（ｉ）の塗布・パターニング工程では、一定のパターン形状を形成しながら金属ナノ粒
子１ａ含有の塗布液をインクジェット法により塗布し、パターニングする。
【０１０８】
　（ii）の乾燥処理工程では、波長３．５μｍ以上の赤外線を吸収する波長制御赤外線ヒ
ーター３０を用いて、塗布・パターニング後の塗布液に対し、赤外線を照射して塗布液を
乾燥させる。
【０１０９】
　赤外線としては、中心波長が１μｍ以上３．５μｍ未満の領域に存在し、かつ、その波
長領域に全出力の積算値の７０％以上が存在するものを照射する。
【０１１０】
　赤外線の「中心波長が１μｍ以上３．５μｍ未満の領域に存在する」とは、フィラメン
ト温度が４５０℃以上２６００℃以内の範囲にあることをいい、かかる温度範囲は上述し
たウィーンの変位則によって導き出される。
【０１１１】
　乾燥処理の条件として特に制限はないが、赤外線フィラメント及び波長制御フィルター
の表面温度により、照射時間を調節することができる。例えば、フィラメント温度が４５
０～２６００℃（好ましくは６００～１２００℃）で、波長制御フィルター表面温度が２
００℃未満（好ましくは１５０℃未満）と設定することにより、照射時間を１０秒～３０
分とすることができる。これにより、透明基板１１を変形させることなく、溶媒の蒸発に
有効な波長を選択的に照射することで効果的に乾燥処理を行うことができるため、層厚分
布の高い均一性を有する層を形成でき、金属細線パターン１の導電性を向上させることが
できる。
【０１１２】
　なお、（ｉ）の塗布・パターニング工程では、パターニング方法として、インクジェッ
ト法に代えて、公知の印刷方法を広く用いることができる。このような印刷方法としては
、例えば、グラビアコータ法、フレキソ印刷法、スクリーン印刷法、マイクロコンタクト
プリント法、さらに極微量の液適を吐出するスーパーインクジェット法等各種方式が挙げ
られる。
【０１１３】
　また、（ii）の乾燥処理工程では、赤外線照射による乾燥処理に代えて、例えばホット
プレートによる乾燥処理、またはフラッシュ光照射による乾燥処理を用いることができる
が、層厚分布の均一性が得られる観点から、フラッシュ光照射による乾燥処理であること
が好ましい。
【０１１４】
　ここでフラッシュ光照射による乾燥処理において、フラッシュランプの光照射条件は、
光照射エネルギーの総計が０．１～５０Ｊ／ｃｍ2が好ましく、０．５～１０Ｊ／ｃｍ2で
あることがより好ましい。光照射時間は、１０μ秒～１００ｍ秒が好ましく、１００μ秒
～１０ｍ秒で行うことがより好ましい。
　また光照射回数は、１回でも複数回でも良く、１～５０回の範囲で行うのが好ましい。
このような光照射条件下で光照射を行うことにより、透明基板１１にダメージを与えるこ
となく、乾燥処理を行うことができる。
【０１１５】
　なお、フラッシュ光照射時の透明基板１１の温度は、溶媒の沸点（蒸気圧）、被乾燥物
の膜厚、透明基板１１の耐熱温度などを考慮して決定すればよく、室温以上１５０℃以下
で行うことが好ましい。また、フラッシュ光照射を行う前に、被乾燥物を形成した透明基
板１１をあらかじめ加熱処理しておいても良い。
【０１１６】
［２．第２工程］
　次に、金属細線パターン１が形成された透明基板１１上に、金属細線パターン１を覆う
ように、かつ、表面粗さが５ｎｍ以下となるように金属酸化物層２を形成する。ここで、
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第２工程は、上述した第１工程の金属細線パターン１の形成後、５分以内（好ましくは１
分以内）に金属酸化物層２の形成が行われるところが特徴的である。
　第２工程においても、（iii）～（iv）の工程を経て、金属酸化物層２を形成する。
（iii）第２塗布部１４０において、金属酸化物ナノ粒子含有の塗布液を金属細線パター
ン１が形成された透明基板１１上に塗布・パターニングする。
（iv）第２乾燥部１５０において、塗布・パターニング後の金属酸化物ナノ粒子含有の塗
布液を乾燥処理する。
【０１１７】
　（iii）の塗布・パターニング工程では、平均粒径が５０ｎｍ以下の金属酸化物ナノ粒
子を、アクリル樹脂（バインダー）含有のアルコール溶媒に分散させた分散液を調製し、
これを塗布液として金属細線パターン１が形成された透明基板１１上にインクジェット法
により塗布し、パターニングする。
【０１１８】
　また、（iii）の塗布・パターニング工程では、（ii）の乾燥処理後５分以内（好まし
くは１分以内）に行うことを特徴としている。すなわち、第１乾燥部１３０における赤外
線照射終了後、５分以内（好ましくは１分以内）に第２塗布部１４０において塗布を開始
する。
　この成膜間隔が５分以内（好ましくは１分以内）であることにより、後述する実施例に
示されるように表面粗さが５ｎｍ以下の金属酸化物層２を形成することができる。
【０１１９】
　（iv）の乾燥処理工程では、（ii）の乾燥処理工程で説明した方法と同様の処理方法を
使用することができる。これにより、層厚分布の高い均一性を有する層を形成でき、表面
粗さが５ｎｍ以下の金属酸化物層２が成膜される。
【０１２０】
　なお、本実施形態の製造方法においては、ロール・トゥ・ロール方式で形成する例を説
明したが、これに限られず、例えばバッチ方式、枚葉方式であってもよい。この場合には
、上述した各層の形成において真空条件下での処理も可能となる。
【０１２１】
　また、本実施形態の製造装置１００及び製造方法においては、図１に示す透明電極１０
を製造する例を説明したが、例えば図２に示す透明電極２０を製造する場合には、第１工
程の金属ナノ粒子１ａ含有の塗布液を透明基板１１上に塗布する前に、光取り出し層２１
を形成する装置及び方法が加わる。
【０１２２】
　光取り出し層２１の形成方法としては、例えば、溶媒にバインダーと光散乱粒子を分散
させた塗布液を、透明基板１１上に塗布・パターニングする。次に、塗布・パターニング
された塗布液を乾燥処理する。次いで、バインダーとして硬化性材料を用いる場合には、
硬化処理を行う。なお、光取り出し層２１の塗布・パターニング工程、及び乾燥処理工程
は、上述した（ｉ）、（ii）と同様の工程を適用することができる。また、この工程で用
いられる装置は、上述した第１塗布部１２０、及び第１乾燥部１３０と同様のものを適用
することができる。
【０１２３】
　また、硬化処理は、乾燥後の塗布液に対し、紫外線照射により硬化させる。紫外線光源
としては、単一波長を高効率で放射できる観点から、具体的には１００～２３０ｎｍの範
囲内の紫外線を発する希ガスエキシマーランプが好ましいが、これに限られず、例えば超
高圧水銀灯、高圧水銀灯、低圧水銀灯、カーボンアーク、キセノンアーク、メタルハライ
ドランプ等を用いてもよい。
【０１２４】
＜効果＞
　以上のような構成の第２実施形態の製造装置、及び製造方法は、金属酸化物層２が金属
細線パターン１の表面を覆うように、かつ、表面粗さが５ｎｍ以下となるように透明基板
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１１上に金属酸化物層２を形成する工程を有する。これにより、例えば金属細線パターン
１の表面を覆う材料として導電性ポリマーを用いた場合と比べて、高温・高湿環境下にお
いて性能の劣化が生じることなく、表面平滑性を有しながらも高温・高湿耐性に優れた透
明電極１０が得られる。そしてこのような透明電極１０を用いて信頼性の向上が図られた
電子デバイスが得られる。
【０１２５】
　また、金属酸化物層２は、金属酸化物ナノ粒子が分散された分散液を、金属細線パター
ン１が形成された透明基板１１上に塗布することによって形成される。これにより、金属
細線パターン１の電極表面に部分的な突起が存在した場合に、突起間の空間部を金属酸化
物ナノ粒子が均一に分散して埋め込まれるため、さらに表面平滑性が優れた透明電極１０
が得られる。
【０１２６】
　また、第１工程の金属細線パターン１の乾燥処理後５分以内（好ましくは１分以内）に
第２工程の金属酸化物層２の成膜が行われる。これにより、後述する実施例に示されるよ
うに表面粗さが５ｎｍ以下の金属酸化物層２を形成することができる。これは、金属細線
パターン１の乾燥処理後から金属酸化物層２の形成までの工程において、細線表面への不
純物付着や、細線の酸化・硫化等の汚染が抑制されることにより、細線上に平滑な金属酸
化物層を成膜できるためと推察される。
【０１２７】
≪３．第３実施形態：透明電極の用途≫
　上述した図１及び図２に示す透明電極は、各種電子デバイスに用いることができる。電
子デバイスの例としては、有機ＥＬ素子、ＬＥＤ（light Emitting Diode）、液晶素子、
太陽電池、タッチパネル等が挙げられる。そして、これらの電子デバイスの電極部材とし
て表面平滑性や高温・高湿耐性が必要とされる場合には、図１及び図２に示す透明電極を
好ましく用いることができる。
【０１２８】
　以下では、用途の一例として、本発明の透明電極を陽極、又は陰極として用いた電子デ
バイス（有機ＥＬ素子）の実施の形態を説明する。尚、ここでは本発明の透明電極として
、図１に示す透明電極１０を一例として用いて説明する。
【０１２９】
≪４．第４実施形態：電子デバイス（有機ＥＬ素子）≫
＜有機ＥＬ素子の構成＞
　図６は、本発明の電子デバイスの一例として、図１に示す透明電極１０を用いた有機Ｅ
Ｌ素子の一構成例を示す断面構成図である。以下にこの図に基づいて有機ＥＬ素子７０の
構成を説明する。
【０１３０】
　図６に示す有機ＥＬ素子７０は、透明電極１０の金属酸化物層２側から順に、発光機能
層３、および対向電極５が積層されている。また、発光機能層３は、少なくとも有機材料
で構成された発光層３ａを有する。このため有機ＥＬ素子７０は、少なくとも透明基板１
１側から発光光ｈを取り出すボトムエミッション型として構成されている。なお、電極の
端部には、外部電源（図示略）と電気的に接続するための取り出し電極（図示略）が設け
られていてもよい。
【０１３１】
　また、有機ＥＬ素子７０は、有機材料等を用いて構成された発光機能層３の劣化を防止
することを目的として、透明基板１１上において後述する封止材で封止されている。この
封止材は、接着剤を介して透明基板１１側に固定されている。ただし、透明電極１０、及
び対向電極５の端子部分は、透明基板１１上において発光機能層３によって互いに絶縁性
を保った状態で封止材から露出させた状態で設けられていることとする。
【０１３２】
　以下、上述した有機ＥＬ素子７０を構成するための主要各層の詳細を、透明電極１０、
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発光機能層３、対向電極５、封止材、及び保護部材の順に説明する。その後、有機ＥＬ素
子７０の作製方法を説明する。
【０１３３】
［１．透明電極］
　透明電極は、先に説明した本発明の透明電極１０であり、有機ＥＬ素子７０の陽極又は
陰極を構成する電極であって、発光機能層３で生じた発光光ｈの取り出す側に設けられた
電極である。この透明電極１０は、透明基板１１の一主面上に金属細線パターン１と、金
属酸化物層２とが設けられた構成である。ここでは特に、金属細線パターン１及び金属酸
化物層２が実質的な電極となる。
【０１３４】
　なお、本実施形態の有機ＥＬ素子７０における透明電極は、図１に示す透明電極１０を
用いて説明するが、例えば図２に示す透明電極２０を用いて構成されていてもよい。この
場合、透明基板１１と、金属細線パターン１及び金属酸化物層２との間に、光取り出し層
２１が配置された構成となる。
【０１３５】
［２．発光機能層］
　発光機能層３は、少なくとも有機材料で構成された発光層３ａを含む層である。このよ
うな発光機能層３の全体的な層構造は限定されることはなく、一般的な層構造であって良
い。また、発光機能層３は、一例として、透明電極１０および対向電極５のうち陽極とし
て用いられる電極側から順に［正孔注入層／正孔輸送層／発光層３ａ／電子輸送層／電子
注入層］を積層した構成が例示されるが、発光層３ａ以外の層は必要に応じて設けられる
こととする。
【０１３６】
　このうち、発光層３ａは、陰極側から注入された電子と、陽極側から注入された正孔と
が再結合して発光する層であり、発光する部分は発光層３ａの層内であっても発光層３ａ
における隣接する層との界面であってもよい。このような発光層３ａは、発光材料として
燐光発光材料が含有されていても良く、蛍光発光材料が含有されていても良く、燐光発光
材料および蛍光発光材料の両方が含有されていても良い。また発光層３ａは、これらの発
光材料をゲスト材料とし、さらにホスト材料を含有する構成であることが好ましい。
【０１３７】
　正孔注入層および正孔輸送層は、正孔輸送性と正孔注入性とを有する正孔輸送注入層と
して設けられても良い。
【０１３８】
　また電子輸送層および電子注入層は、電子輸送性と電子注入性とを有する電子輸送注入
層として設けられても良い。
【０１３９】
　また発光機能層３は、これらの層の他にも正孔阻止層や電子阻止層等が必要に応じて必
要箇所に積層されていて良い。
【０１４０】
　さらに発光機能層３は、各波長領域の発光光を発生させる各色発光層３ａを含む複数の
発光機能層を積層した構成であっても良い。各発光機能層は、異なる層構造であって良く
、直接積層されていても中間層を介して積層されていてもよい。中間層は、一般的に中間
電極、中間導電層、電荷発生層、電子引抜層、接続層、中間絶縁層の何れかであり、陽極
側の隣接層に電子を、陰極側の隣接層に正孔を供給する機能を持った層であれば、公知の
材料構成を用いることができる。
【０１４１】
（発光機能層の成膜方法）
　以上のような発光機能層３は、各層を構成する材料を、例えば、真空蒸着法、スピンコ
ート法、キャスト法、ＬＢ法、インクジェット法、印刷法等の公知の薄膜形成方法により
順次成膜することによって得ることができる。均質な膜が得られやすく、且つピンホール
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が生成しにくい等の点から、真空蒸着法またはスピンコート法が特に好ましい。さらに層
ごとに異なる成膜法を適用してもよい。これらの各層の成膜に蒸着法を採用する場合、そ
の蒸着条件は使用する化合物の種類等により異なるが、一般に化合物を収蔵したボート加
熱温度５０℃～４５０℃、真空度１０-6Ｐａ～１０-2Ｐａ、蒸着速度０．０１ｎｍ／秒～
５０ｎｍ／秒、基板温度－５０℃～３００℃、膜厚０．１ｎｍ～５μｍの範囲で、各条件
を適宜選択することが望ましい。
【０１４２】
［３．対向電極］
　対向電極５は、透明電極１０との間に発光機能層３を挟持する状態で設けられ、透明電
極１０が陽極である場合には陰極として用いられ、透明電極１０が陰極である場合には陽
極として用いられる。この対向電極５は、金属、合金、有機または無機の導電性化合物、
およびこれらの混合物のなかから、仕事関数を考慮して適宜に選択された導電性材料を用
いて構成される。具体的には、金、アルミニウム、銀、マグネシウム、リチウム、マグネ
シウム／銅混合物、マグネシウム／銀混合物、マグネシウム／アルミニウム混合物、マグ
ネシウム／インジウム混合物、インジウム、リチウム／アルミニウム混合物、希土類金属
、ＩＴＯ、ＺｎＯ、ＴｉＯ２、ＳｎＯ２等の酸化物半導体などが挙げられる。
【０１４３】
　尚、この有機ＥＬ素子７０が、透明基板１１側からのみ発光光ｈを取り出す構成であれ
ば、上述した導電性材料の中から発光光ｈの反射特性が良好な材料を選択して対向電極５
を構成することが好ましい。一方、この有機ＥＬ素子７０が、対向電極５側からも発光光
ｈを取り出す、両面発光型であれば、上述した導電性材料のうち光透過性の良好な導電性
材料を選択して対向電極５を構成すれば良い。
【０１４４】
　対向電極５の厚さは、材料にもよるが、通常１０ｎｍ～５μｍ、好ましくは５０ｎｍ～
２００ｎｍの範囲で透過性または反射性を考慮して選ばれる。
【０１４５】
（対向電極の成膜方法）
　以上のような対向電極５は、選択された導電性材料を蒸着やスパッタリング等の方法に
より成膜される。
【０１４６】
［４．取り出し電極］
　取り出し電極（図示略）は、電極と外部電源とを電気的に接続するものであって、その
材料としては特に限定されるものではなく公知の素材を好適に使用できるが、例えば、３
層構造からなるＭＡＭ電極（Ｍｏ／Ａｌ・Ｎｄ合金／Ｍｏ）等の金属膜を用いることがで
きる。
【０１４７】
［５．封止材］
　ここでの図示は省略したが、封止材は、有機ＥＬ素子７０を覆うものであって、光透過
性を有していてもいなくても良い。ただし、この有機ＥＬ素子７０が、対向電極５側から
も発光光ｈを取り出すものである場合、封止材としては、光透過性を有する透明封止材が
用いられる。このような封止材は、板状（フィルム状）の封止部材であって接着剤によっ
て透明基板１１側に固定されるものであっても良く、封止膜であっても良い。
【０１４８】
　板状（フィルム状）の封止材としては、具体的には、光透過性を有するものであれば、
ガラス基板、ポリマー基板が挙げられ、これらの基板材料をさらに薄型のフィルム状にし
て用いても良い。なかでも、素子を薄膜化できるということから、封止材としてポリマー
基板を薄型のフィルム状にしたものを好ましく使用することができる。
【０１４９】
　さらには、フィルム状としたポリマー基板は、ＪＩＳ　Ｋ　７１２６－１９８７に準拠
した方法で測定された酸素透過度が１×１０-3ｍｌ／（ｍ2・２４ｈ・ａｔｍ）以下、Ｊ
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ＩＳ　Ｋ　７１２９－１９９２に準拠した方法で測定された、水蒸気透過度（２５±０．
５℃、相対湿度９０±２％ＲＨ）が、１×１０-3ｇ／（ｍ2・２４ｈ）以下のものである
ことが好ましい。
【０１５０】
　また以上のような基板材料は、凹板状に加工して封止材として用いても良い。また板状
の封止材の他の例として、金属材料で構成されたものを用いることができる。
【０１５１】
　また以上のような板状の封止材を透明基板１１側に固定するための接着剤は、封止材と
透明基板１１との間に挟持された有機ＥＬ素子７０を封止するためのシール剤として用い
られる。なお、有機ＥＬ素子７０を構成する有機材料は、熱処理により劣化する場合があ
る。このため、接着剤は、室温から８０℃までに接着硬化できるものが好ましい。また、
接着剤中に乾燥剤を分散させておいてもよい。
【０１５２】
　また板状の封止材と透明基板１１と接着剤との間に隙間が形成される場合、この間隙に
は、気相及び液相では、窒素、アルゴン等の不活性気体やフッ化炭化水素、シリコンオイ
ルのような不活性液体を注入することが好ましい。また真空とすることも可能である。ま
た、内部に吸湿性化合物を封入することもできる。
【０１５３】
　一方、封止材として封止膜を用いる場合、有機ＥＬ素子７０における発光機能層３を完
全に覆い、かつ有機ＥＬ素子７０における透明電極１０および対向電極５の端子部分を露
出させる状態で、透明基板１１上に封止膜が設けられる。
【０１５４】
　このような封止膜は、無機材料や有機材料を用いて構成され、特に、水分や酸素等の浸
入を抑制する機能を有する材料、例えば、酸化珪素、二酸化珪素、窒化珪素等の無機材料
が用いられる。さらに封止膜の脆弱性を改良するために、これら無機材料からなる膜と共
に、有機材料からなる膜を用いて積層構造としても良い。
【０１５５】
　これらの膜の形成方法については、特に限定はなく、例えば真空蒸着法、スパッタリン
グ法、反応性スパッタリング法、分子線エピタキシー法、クラスターイオンビーム法、イ
オンプレーティング法、プラズマ重合法、大気圧プラズマ重合法、プラズマＣＶＤ法、レ
ーザーＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法、コーティング法等を用いることができる。
【０１５６】
　以上のような封止材は、有機ＥＬ素子７０における透明電極１０および対向電極５の端
子部分を露出させると共に、少なくとも発光機能層３を覆う状態で設けられている。また
封止材に電極を設け、有機ＥＬ素子７０の透明電極１０および対向電極５の端子部分と、
この電極とを導通させるように構成されていても良い。
【０１５７】
［６．保護部材］
　ここでの図示は省略したが、透明基板１１との間に有機ＥＬ素子７０および封止材を挟
んで保護部材を設けても良い。この保護部材は、有機ＥＬ素子７０を機械的に保護するた
めのものであり、特に封止材が封止膜である場合には、有機ＥＬ素子７０に対する機械的
な保護が十分ではないため、このような保護部材を設けることが好ましい。
【０１５８】
　以上のような保護部材は、ガラス板、ポリマー板、これよりも薄型のポリマーフィルム
、金属板、これよりも薄型の金属フィルム、またはポリマー材料膜や金属材料膜が適用さ
れる。このうち特に、軽量かつ薄膜化ということからポリマーフィルムを用いることが好
ましい。
【０１５９】
＜有機ＥＬ素子の作製方法＞
　以上のような有機ＥＬ素子７０の作製は、次のように行う。
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【０１６０】
　先ず透明基板１１上に、金属ナノ粒子１ａを用いて構成された金属細線パターン１を形
成する。次いで、金属細線パターン１が形成された透明基板１１上に、金属細線パターン
１を覆うように、かつ、表面粗さが５ｎｍ以下となるように金属酸化物層２を形成する。
以上の形成においては、上述した図３に示す透明電極１０の製造方法を適用する。また金
属細線パターン１及び金属酸化物層２の形成においては、透明基板１１の周縁に端子部分
を引き出した形状に形成する。
【０１６１】
　次に金属酸化物層２上に、発光層３ａを含む発光機能層３を成膜する。発光機能層３を
構成する各層の成膜は、適宜選択された成膜法を適用して行われる。また発光機能層３を
構成する各層の成膜においては、必要に応じて例えばマスクを用いた成膜を行うことによ
り、金属細線パターン１及び金属酸化物層２の端子部分を露出させる形状に発光機能層３
を構成する各層を形成する。
【０１６２】
　次いで発光機能層３上に、対向電極５を成膜する。対向電極５の成膜は、蒸着法やスパ
ッタ法などの適宜の成膜法を適用して成膜する。また対向電極５の成膜においては、必要
に応じて例えばマスクを用いた成膜を行うことにより、発光機能層３によって金属酸化物
層２との間の絶縁状態を保ちつつ、透明基板１１の周縁に対向電極５の端子部分を引き出
した形状に形成する。
【０１６３】
　以上により、透明基板１１側から発光光ｈを取り出すボトムエミッション型の有機ＥＬ
素子７０が得られる。またその後には、有機ＥＬ素子７０における金属細線パターン１及
び金属酸化物層２および対向電極５の端子部分を露出させた状態で、少なくとも発光機能
層３を覆う封止材を設ける。この際、接着剤を用いて、封止材を透明基板１１側に接着し
、これらの封止材－透明基板１１間に有機ＥＬ素子７０の発光機能層３を封止する。
【０１６４】
　以上のような有機ＥＬ素子７０の作製においては、一回の真空引きで一貫して発光機能
層３から対向電極５まで作製するのが好ましいが、途中で真空雰囲気から透明基板１１を
取り出して異なる成膜法を施しても構わない。その際、作業を乾燥不活性ガス雰囲気下で
行う等の配慮が必要となる。
【０１６５】
　なお、上述した発光機能層３～対向電極５の形成は、各層を成膜した後に、成膜された
各層を所定形状にパターニングするようにしても良い。
【０１６６】
　このようにして得られた有機ＥＬ素子７０に直流電圧を印加する場合には、透明電極１
０と対向電極５との間に電圧２Ｖ以上４０Ｖ以下程度を印加すると発光が観測できる。ま
た交流電圧を印加してもよい。尚、印加する交流の波形は任意でよい。
【０１６７】
＜効果＞
　以上のような構成の有機ＥＬ素子７０は、表面平滑性を有しながらも高温・高湿耐性に
優れた透明電極１０を発光光ｈの取り出す側の電極として用い、この透明電極１０の金属
酸化物層２側に、発光機能層３を挟持する状態で対向電極５が設けられた構成である。こ
れにより、有機ＥＬ素子７０は、電極の短絡やショート等が抑制され、高温・高湿環境下
においても性能の劣化が生じることなく、信頼性の向上が図られたものとなる。
【０１６８】
≪５．第５実施形態：電子デバイス（有機ＥＬ素子）の用途≫
　図６に示す有機ＥＬ素子７０は、表示デバイス、ディスプレイ、各種発光光源などの電
子デバイスとして適用することができる。発光光源としては、例えば、家庭用照明や車内
照明などの照明装置、時計や液晶用のバックライト、看板広告用照明、信号機の光源、光
記憶媒体の光源、電子写真複写機の光源、光通信処理機の光源、光センサーの光源等が挙
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げられるが、これに限定するものではない。
【０１６９】
　以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。
【実施例】
【０１７０】
≪透明電極の作製≫
　以降の表１に構成を示すように、試料１０１～１１４の各透明電極を作製した。
【０１７１】
＜試料１０１の透明電極の作製手順＞
　以下のようにして、大きさ５ｃｍ×５ｃｍ、厚さ１２５μｍのＰＥＴ基板上に、酸化イ
ンジウム・スズ（ＩＴＯ）で構成された透明電極を膜厚２００ｎｍで形成した。
【０１７２】
　先ず、ＰＥＴ基板を市販のスパッタ成膜装置の基板ホルダーに固定し、酸化インジウム
・スズ（ＩＴＯ）で構成されたスパッタターゲットをスパッタ成膜装置の真空槽に２０ｍ
ｍ×５０ｍｍの開口を有するマスクを重ねて取り付けた。
【０１７３】
　次に、スパッタ成膜装置の真空槽を４×１０-4Ｐａまで減圧した後、アルゴンガスを導
入し、真空槽内を０．４Ｐａに調整し、ＲＦ（高周波）バイアス３００Ｗ、成膜速度０．
２ｎｍ／秒で、酸化インジウム・スズ（ＩＴＯ）で構成された透明電極を膜厚２００ｎｍ
で形成した。得られた透明電極の表面粗さＲａは、５ｎｍ以上であった。
【０１７４】
　なお、表面粗さＲａ（ｎｍ）は、原子間力顕微鏡（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅ
ｎｔｓ社製）を用い、極小の先端半径の触針を持つ検出器で連続測定した凹凸の断面曲線
から算出され、極小の先端半径の触針により測定方向が５μｍの区間内を３回測定し、微
細な凹凸の振幅に関する平均の粗さから求めた。
【０１７５】
＜試料１０２の透明電極の作製手順＞
　以下のようにして、ＰＥＴ基板上の２０ｍｍ×５０ｍｍの範囲に、銀（Ａｇ）で構成さ
れた金属細線パターンと、酸化インジウム・スズ（ＩＴＯ）で構成された金属酸化物層を
膜厚５００ｎｍで形成した。
【０１７６】
　先ず、ＰＥＴ基板上に、銀ナノ粒子インキ（ＴＥＣ－ＰＡ－０１０；ＩｎｋＴｅｃ社製
）を、インクジェットヘッド（コニカミノルタＩＪ社製）を取り付けた卓上型ロボット　
Ｓｈｏｔｍａｓｔｅｒ－３００（武蔵エンジニアリング社製）を用い、インクジェット評
価装置ＥＢ１５０（コニカミノルタＩＪ社製）にて制御して、インクジェット法により、
５０μｍ幅、１ｍｍピッチの正方形格子状のパターンで、乾燥後の細線の高さが１μｍと
なるように印刷した。
【０１７７】
［赤外線（ＩＲ）照射による乾燥処理］
　次に、赤外線照射装置（アルティメットヒーター／カーボン，明々工業株式会社製）に
、波長３．５μｍ以上の赤外線を吸収する石英ガラス板２枚を取り付け、ガラス板間に冷
却空気を流した波長制御赤外線ヒーター（図４参照）を用いて、印刷された金属細線パタ
ーンの乾燥処理を行った。
【０１７８】
　次いで、金属細線パターンを形成したＰＥＴ基板上に、試料１０１の作製手順で説明し
たのと同様の手順で、ＩＴＯで構成された金属酸化物層を、膜厚５００ｎｍで形成した。
得られた金属酸化物層の表面粗さは、５ｎｍ以上であった。
　この際、先の金属配線パターンの乾燥処理終了後から金属酸化物層の成膜開始までの成
膜間隔が５分となるように、金属酸化物層の成膜を行った。つまり、この成膜間隔の時間
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内に、金属配線パターンを形成した透明基板をスパッタ装置に移動させ金属酸化物層の成
膜を行った。
【０１７９】
＜試料１０３の透明電極の作製手順＞
　以下のようにして、金属酸化物層の作製において酸化インジウム・スズ（ＩＴＯ）粒子
が分散された分散液を塗布・パターニングし、ホットプレート（ＨＰ）による乾燥処理を
行ったこと以外は、上記試料１０２と同様の手順で試料１０３を作製した。
【０１８０】
　先ず、ＰＥＴ基板上の２０ｍｍ×５０ｍｍの範囲に、試料１０２の作製手順で説明した
のと同様の手順で、銀（Ａｇ）で構成された金属細線パターンを形成した。
【０１８１】
　次に、金属細線パターンを形成したＰＥＴ基板上の２０ｍｍ×５０ｍｍの範囲に、イン
クジェット法により、平均粒径１００ｎｍの酸化インジウム・スズ（ＩＴＯ）粒子が分散
された分散液を印刷した。
【０１８２】
　なお、酸化インジウム・スズ（ＩＴＯ）粒子の粒径（ｎｍ）は、透過型電子顕微鏡（Ｔ
ＥＭ）により画像解析した処理画像において、任意の金属酸化物ナノ粒子２００個の粒子
径を測定し、その平均値とした。
【０１８３】
［ホットプレート（ＨＰ）による乾燥処理］
　次いで、ホットプレート（ＨＰ）で１２０℃、３０分間熱処理することにより、印刷さ
れた分散液の乾燥処理を行い、金属酸化物層を膜厚５００ｎｍで形成した。得られた金属
酸化物層の表面粗さは、５ｎｍ以上であった。
【０１８４】
＜試料１０４の透明電極の作製手順＞
　以下のようにして、金属酸化物層の作製において導電性ポリマー（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ
）含有液を塗布・パターニングし、室温で自然乾燥処理を行ったこと以外は、上記試料１
０２と同様の手順で試料１０４を作製した。
【０１８５】
　先ず、ＰＥＴ基板上の２０ｍｍ×５０ｍｍの範囲に、試料１０２の作製手順で説明した
のと同様の手順で、銀（Ａｇ）で構成された金属細線パターンを形成した。
【０１８６】
　次いで、金属細線パターンが形成されたＰＥＴ基板上の２０ｍｍ×５０ｍｍの範囲に、
インクジェット法により、後述する導電性ポリマー含有液を印刷した後、室温で自然乾燥
し、導電性ポリマー（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ）含有層を膜厚５００ｎｍで形成した。得られ
た金属酸化物層の表面粗さは、５ｎｍ以下であった。
【０１８７】
　導電性ポリマー含有液は、下記のように調製した。
【０１８８】
水溶性バインダー樹脂水溶液（固形分２０％水溶液）　　　　　　　　　　　０．４０ｇ
ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ　ＣＬＥＶＩＯＳ　ＰＨ７５０（固形分１．０３％）
（Ｈｅｒａｅｕｓ社製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．９０ｇ
ジメチルスルホキシド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０ｇ
【０１８９】
　なお、水溶性バインダー樹脂水溶液は、水溶性バインダー樹脂を純水に溶解し、固形分
２０％に調製したものである。
【０１９０】
　また、水溶性バインダー樹脂は、３００ｍｌ三ツ口フラスコにテトラヒドロフラン（Ｔ
ＨＦ）２００ｍｌを加え１０分間加熱還流させた後、窒素下で室温に冷却した。次に、２
－ヒドロキシエチルアクリレート（１０．０ｇ、８６．２ｍｍｏｌ、分子量１１６．１２
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）、アゾビスブチロニトリル（ＡＩＢＮ）（２．８ｇ、１７．２ｍｍｏｌ、分子量１６４
．１１）を加え、５時間加熱還流した。次いで、室温に冷却した後、２０００ｍｌのメチ
ルエチルケトン（ＭＥＫ）中に反応溶液を滴下し、１時間攪拌した。次いで、このＭＥＫ
溶液をデカンテーション後、１００ｍｌのＭＥＫで３回洗浄し、ＴＨＦでポリマーを溶解
し、１００ｍｌフラスコへ移した。次いで、ＴＨＦ溶液をロータリーエバポレーターによ
り減圧留去後、５０℃で３時間減圧乾燥した。その結果、数平均分子量２２１００、分子
量分布１．４２の水溶性バインダー樹脂を９．０ｇ（収率９０％）得た。
【０１９１】
　ここで、水溶性バインダー樹脂の構造、分子量は各々１Ｈ－ＮＭＲ（４００ＭＨｚ、日
本電子社製）、ＧＰＣ（Ｗａｔｅｒｓ２６９５、Ｗａｔｅｒｓ社製）で測定した。
【０１９２】
〈ＧＰＣ測定条件〉
装置：Ｗａｔｅｒｓ２６９５（Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎｓ　Ｍｏｄｕｌｅ）
検出器：Ｗａｔｅｒｓ　２４１４　（Ｒｅｆｒａｃｔｉｖｅ　Ｉｎｄｅｘ　Ｄｅｔｅｃｔ
ｏｒ）
カラム：Ｓｈｏｄｅｘ　Ａｓａｈｉｐａｋ　ＧＦ－７Ｍ　ＨＱ
溶離液：ジメチルホルムアミド（２０ｍＭ　ＬｉＢｒ）
流速：１．０ｍｌ／ｍｉｎ
温度：４０℃
【０１９３】
＜試料１０５の透明電極の作製手順＞
　上記試料１０２の手順における金属細線パターンを形成後、金属酸化物層の作製におい
てホットプレート（ＨＰ）による乾燥処理を行ったこと以外は、上記試料１０４と同様の
手順で試料１０５を作製した。なお、ホットプレート（ＨＰ）による乾燥処理は、試料１
０３の金属酸化物層の乾燥処理で説明したのと同様の方法を用いた。また、得られた金属
酸化物層の表面粗さは、５ｎｍ以下であった。
【０１９４】
＜試料１０６～１１１の透明電極の作製手順＞
　上記試料１０２の手順における金属細線パターンを形成後、金属酸化物層の作製におい
て、下記表１に示すそれぞれの材料を塗布・パターニングし、赤外線照射による乾燥処理
を行ったこと以外は、上記試料１０３と同様の手順で試料１０６～１１１を作製した。
【０１９５】
　なお、試料１０６～１０９の金属酸化物層の材料は、酸化インジウム・スズ（ＩＴＯ）
粒子が分散された分散液であって、ＩＴＯ粒子の平均粒径がそれぞれ１００ｎｍ、８０ｎ
ｍ、５０ｎｍ、３０ｎｍのものを用いた。
【０１９６】
　また、試料１１０、１１１の金属酸化物層の材料は、平均粒径３０ｎｍの金属酸化物ナ
ノ粒子が分散された分散液であって、金属酸化物ナノ粒子がそれぞれ酸化スズ（ＳｎＯ）
粒子、酸化亜鉛（ＺｎＯ）粒子を用いた。
【０１９７】
　また、赤外線照射による乾燥処理は、試料１０２の金属細線パターンの乾燥処理で説明
したのと同様の方法を用いた。
【０１９８】
　また、得られた試料１０６、１０７の金属酸化物層の表面粗さは５ｎｍ以下で、試料１
０８～１１１の金属酸化物層の表面粗さは３ｎｍ以下であった。
【０１９９】
＜試料１１２の透明電極の作製手順＞
　上記試料１０２の手順における金属細線パターンを形成後、金属酸化物層の作製におい
てホットプレートによる乾燥処理を行ったこと以外は、上記試料１０９と同様の手順で試
料１１２を作製した。なお、ホットプレート（ＨＰ）による乾燥処理は、試料１０３の金
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の表面粗さは、３ｎｍ以下であった。
【０２００】
＜試料１１３の透明電極の作製手順＞
　以下のようにして、金属酸化物層の作製においてフラッシュ光（ＦＬ）による乾燥処理
を行ったこと以外は、上記試料１０９と同様の手順で試料１１３を作製した。また、得ら
れた金属酸化物層の表面粗さは、３ｎｍ以下であった。
【０２０１】
［フラッシュ光（ＦＬ）による乾燥処理］
　波長２５０ｎｍ以下の短波長カットフィルターを装着したキセノンランプ２４００ＷＳ
（ＣＯＭＥＴ社製）を用いて、金属酸化物層の形成面側から照射エネルギー１．５Ｊ／ｃ
ｍ2、照射時間２０００μ秒で１回照射した。
【０２０２】
＜試料１１４の透明電極の作製手順＞
　金属配線パターンの乾燥処理終了後から金属酸化物層の成膜開始までの成膜間隔が１分
以内となるように金属酸化物層を形成したこと以外は、上記試料１０９と同様の手順で試
料１１４を作製した。また、得られた金属酸化物層の表面粗さは、３ｎｍ以下であった。
【０２０３】
≪有機ＥＬ素子の作製≫
　以上説明した試料１０１～１１４の透明電極をアノードとして発光機能層の下部に設け
たボトムエミッション型の各有機ＥＬ素子を作製した。
【０２０４】
［透明電極の作製］
　先ず、上記説明した試料１０１～１１４の各透明電極を形成した。
【０２０５】
［発光機能層の作製］
　次に、金属酸化物層まで形成したＰＥＴ基板の中央部に幅３０ｍｍ×３０ｍｍの開口部
があるマスクと重ねて、市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに固定した。また、真空蒸着
装置内の加熱ボートの各々に、発光機能層を構成する各材料を、それぞれの層の形成に最
適な量で充填した。なお、加熱ボートはタングステン製抵抗加熱用材料で作製されたもの
を用いた。
【０２０６】
　次いで、真空蒸着装置の蒸着室内を真空度４×１０－４Ｐａまで減圧し、各材料が入っ
た加熱ボートを順次通電して加熱することにより、以下のように各層を形成した。
【０２０７】
（正孔輸送・注入層）
　まず、正孔輸送注入材料として下記構造式に示すα－ＮＰＤが入った加熱ボートに通電
して加熱し、α－ＮＰＤよりなる正孔注入層と正孔輸送層とを兼ねた正孔輸送注入層を、
透明電極を構成する金属酸化物層上に形成した。この際、蒸着速度０．１～０．２ｎｍ／
秒、膜厚１４０ｎｍとした。
【０２０８】
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【化１】

【０２０９】
（発光層）
　次に、下記構造式に示すホスト材料Ｈ４の入った加熱ボートと、下記構造式に示すリン
光発光性化合物Ｉｒ－４の入った加熱ボートとを、それぞれ独立に通電し、ホスト材料Ｈ
４とリン光発光性化合物Ｉｒ－４とよりなる発光層を、正孔輸送注入層上に形成した。こ
の際、蒸着速度がホスト材料Ｈ４：リン光発光性化合物Ｉｒ－４＝１００：６となるよう
に、加熱ボートの通電を調節した。また膜厚３０ｎｍとした。
【０２１０】
【化２】

【０２１１】
（正孔阻止層）
　次いで、正孔阻止材料として下記構造式に示すＢＡｌｑが入った加熱ボートに通電して
加熱し、ＢＡｌｑよりなる正孔阻止層を、発光層上に形成した。この際、蒸着速度０．１
～０．２ｎｍ／秒、膜厚１０ｎｍとした。
【０２１２】
【化３】

【０２１３】
（電子輸送層）
　次いで、電子輸送材料として下記構造式に示す化合物１０の入った加熱ボートと、フッ
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化カリウムの入った加熱ボートとを、それぞれ独立に通電し、化合物１０とフッ化カリウ
ムとよりなる電子輸送層を、正孔阻止層上に形成した。この際、蒸着速度が化合物１０：
フッ化カリウム＝７５：２５になるように、加熱ボートの通電を調節した。また膜厚３０
ｎｍとした。
【０２１４】
【化４】

【０２１５】
（電子注入層）
　次いで、電子注入材料としてフッ化カリウムの入った加熱ボートに通電して加熱し、フ
ッ化カリウムよりなる電子注入層を、電子輸送層上に形成した。この際、蒸着速度０．０
１～０．０２ｎｍ／秒、膜厚１ｎｍとした。
【０２１６】
［対向電極の作製］
　その後、電子注入層まで形成したＰＥＴ基板を、アルミニウム（Ａｌ）を入れたタング
ステン製の抵抗加熱ボートが取り付けられた真空槽へ、真空状態を保持したまま移送した
。アノードと直交するように配置された幅２０ｍｍ×５０ｍｍの開口部があるマスクと重
ねて固定した。次いで、処理室内において、成膜速度０．３～０．５ｎｍ／秒で、Ａｌか
らなる反射性の対向電極を膜厚１００ｎｍで成膜した。
【０２１７】
［封止］
　その後、有機発光体を、大きさ４０ｍｍ×４０ｍｍ、厚さ７００μｍのガラス基板であ
って、中央部３４ｍｍ×３４ｍｍを深さ３５０μｍのガラス基板からなる封止材で覆い、
有機発光体を囲む状態で、封止材と透明基板との間に接着剤（シール材）を充填した。接
着剤としては、エポキシ系光硬化型接着剤（東亞合成社製ラックストラックＬＣ０６２９
Ｂ）を用いた。次いで、封止材と透明基板との間に充填した接着剤に対して、ガラス基板
（封止材）側からＵＶ光を照射し、接着剤を硬化させて有機発光体を封止した。
【０２１８】
　なお、有機発光体の形成においては、各層の形成に蒸着マスクを使用し、５ｃｍ×５ｃ
ｍの透明基板における中央の２０ｍｍ×２０ｍｍの領域を発光領域とし、発光領域の全周
に幅１５ｍｍの非発光領域を設けた。また、アノードである透明電極とカソードである対
向電極に関し、正孔輸送注入層～電子注入層までの発光機能層によって絶縁された状態で
、ＰＥＴ基板の周縁に端子部分を引き出した。
【０２１９】
　以上のようにして、下記表１に示す試料１０１～１１４の透明電極を用いて有機ＥＬ素
子を作製した。
【０２２０】
＜実施例１の各透明電極の評価＞
　上記で作製した試料１０１～１１４の各透明電極について、（１）面抵抗（Ω／ｓｑ．
）、及び（２）透過率（％）を測定した。
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　（１）面抵抗の測定は、抵抗率計（三菱化学社製ＭＣＰ－Ｔ６１０）を用い、４端子４
探針法定電流印加方式で行った。
　（２）透過率の測定は、分光光度計（日立製作所製Ｕ－３３００）を用い、試料と同じ
透明基板をベースラインとして行った。
【０２２２】
＜実施例１の各有機ＥＬ素子の評価＞
　上記で作製した試料１０１～１１４の各透明電極を用いて構成した有機ＥＬ素子につい
て、（３）発光効率、（４）輝度均一性（％）、（５）整流比（Ｌｏｇ比）、（６）歩留
まり（％）、及び（７）高温・高湿保存性を測定した。
【０２２３】
（３）発光効率は、各有機ＥＬ素子に対し、室温（約２３～２５℃の範囲内）で、２．５
ｍＡ／ｃｍ２の定電流密度条件下による点灯を行い、分光放射輝度計ＣＳ－２０００（コ
ニカミノルタオプティクス社製）を用いて、各有機ＥＬ素子の発光輝度を測定し、当該電
流値における発光効率（外部取り出し効率）を求めた。
　なお、発光効率は、試料１０１の透明電極を用いて構成した有機ＥＬ素子（基準）の発
光効率を１００とする相対値として表す。
（４）輝度均一性は、各有機ＥＬ素子を５０Ａ／ｍ２の電流を流し発光させた際の輝度、
及び発光スペクトルを、分光放射輝度計ＣＳ－２０００（コニカミノルタ社製）を用いて
測定し、各有機ＥＬ素子の発光エリア（２０ｍｍ×２０ｍｍ）内の輝度測定値のうち、最
低値を最高値で割って、発光エリア内の均一性の比率として算出した。尚、輝度均一性は
、数値が高いほど、輝度ムラが少なく好ましい結果であることを表す。
（５）整流比（Ｌｏｇ比）は、各有機ＥＬ素子を室温下、５００μＡ／ｃｍ２で流れる順
電圧とその逆電圧による電流値を３回測定し、その平均値より整流比を算出し、その値を
対数（Ｌｏｇ）でとった値を示す。整流比が高いほどリーク特性に優れていることを表す
。
（６）歩留まり（％）は、素子を１０個作製したうち、整流比が２以上の素子の個数の割
合を表す。
（７）高温・高湿保存性は、各有機ＥＬ素子を高温高湿環境（温度６０℃、湿度９０％）
下、３００時間保存した後のシート抵抗を測定した。そして、保存前のシート抵抗に対す
る保存後のシート抵抗の上昇率を、電圧上昇として算出した。得られた値が小さいほど、
好ましい結果であることを表す。
　また、試料１０１～１１４の有機ＥＬ素子のそれぞれを、各１０個用意し、これらを高
温高湿環境（温度６０℃、湿度９０％）下で３００時間保存した後の発光個数（ｎ／１０
個）として評価した。保存中においては、各発光素子を、輝度が１０００ｃｄになる駆動
電圧で駆動させた。発光個数（ｎ／１０個）は、各１０個の試料１０１～１１４の有機Ｅ
Ｌ素子のうち、３００時間の保存後にも発光が確認された個数であり、１０に近いほど好
ましい。
【０２２４】
　試料１０１～１１４の構成、各透明電極の面抵抗（Ω／ｓｑ．）、及び透過率（％）の
測定結果、並びに、各有機ＥＬ素子の発光効率、輝度均一性（％）、整流比（Ｌｏｇ比）
、歩留まり（％）、及び高温・高湿保存性の測定結果を下記表１に示す。
【０２２５】
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【表１】

【０２２６】
＜実施例１の評価結果＞
　表１から明らかなように、試料１０４～１１４の各透明電極、すなわち表面粗さが５ｎ
ｍ以下の金属酸化物層を有する透明電極は、表面粗さが５ｎｍ以上の金属酸化物層を有す
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る試料１０１～１０３の各透明電極に比べて、面抵抗値も１Ω／ｓｑ．未満であり、透過
率８５％以上と高く、この透明電極を有機ＥＬ素子に用いた場合には、整流比、歩留まり
において良好な結果が得られた。
【０２２７】
　しかしながら、試料１０４、１０５の各透明電極、すなわち導電性ポリマー（ＰＥＤＯ
Ｔ／ＰＳＳ）で構成された金属酸化物層を有する透明電極は、この透明電極を有機ＥＬ素
子に用いた場合には、高温・高湿保存性において十分な結果が得られなかった。
　したがって、導電性ポリマーで構成された金属酸化物層は、電極として十分な表面平滑
性を有しているものの、高温・高湿環境下で用いた場合に性能が劣化することが確認され
た。
【０２２８】
　また、試料１０６～１１４の各透明電極、すなわち、金属酸化物層を構成するＩＴＯ粒
子の粒子径が異なる各透明電極を比較すると、粒子径５０ｎｍ以下のＩＴＯ粒子（又は、
ＳｎＯ粒子、ＺｎＯ粒子）で構成された金属酸化物層を有する試料１０８～１１４の各透
明電極は、表面粗さが３ｎｍ以下と良好で、この透明電極を有機ＥＬ素子に用いた場合に
は、高温・高湿保存性において良好な結果が得られた。
【０２２９】
　この結果から、粒子径５０ｎｍ以下の粒子を用いて金属酸化物層を構成することで、透
明電極の表面平滑性が良好となり、この電極を素子に用いた場合には、電界集中が起こら
ずにキャリアを注入できるため、高温・高湿環境下で電圧上昇が起こりにくくなると考え
られる。
【０２３０】
　また、試料１０９～１１１の各透明電極、すなわち、金属酸化物層を構成する粒子の種
類のみが異なる各透明電極を比較すると、ＩＴＯ粒子で構成された金属酸化物層を有する
試料１０９の透明電極は、この透明電極を有機ＥＬ素子に用いた場合に、発光効率におい
て良好な結果が得られた。
【０２３１】
　また、試料１０９、１１２、１１３の各透明電極、すなわち、金属酸化物層の作製にお
ける乾燥処理のみが異なる各透明電極を比較すると、赤外線（ＩＲ）照射又はフラッシュ
光（ＦＬ）照射による乾燥処理を行った金属酸化物層を有する試料１０９、１１３の各透
明電極は、この透明電極を有機ＥＬ素子に用いた場合に、整流比、歩留まりにおいて良好
な結果が得られた。
【０２３２】
　また、試料１０３、試料１０６の各透明電極、すなわち、金属酸化物層の作製における
乾燥処理方法を変更することで表面粗さが異なることとなった各透明電極を比較した場合
においても同様の結果が得られた。
　この結果から、金属酸化物層の作製における乾燥処理を、赤外線（ＩＲ）照射又はフラ
ッシュ光（ＦＬ）照射による乾燥処理とすることで、金属酸化物層の表面平滑性が良好に
なると考えられる。
【０２３３】
　また、試料１０９、試料１１４の各透明電極、すなわち、金属酸化物層の作製における
成膜間隔のみが異なる各透明電極を比較すると、成膜間隔が１分以内で形成された金属酸
化物層を有する試料１１４の透明電極は、この透明電極を有機ＥＬ素子に用いた場合に、
発光効率、及び輝度均一性において良好な結果が得られた。
　この結果から、金属細線パターンの乾燥処理後から金属酸化物層の形成までの間に、細
線表面への不純物付着や、細線の酸化・硫化等の汚染が抑制され、より平滑な金属酸化物
層を成膜できるものと考えられる。また、電極汚染が防止されることで、膜質が向上し、
膜の面内均一性も良好になったものと考えられる。
【０２３４】
　以上より、本発明の構成の透明電極は、表面平滑性を有しながらも高温・高湿耐性に優
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れ、この透明電極を用いた有機ＥＬ素子は、信頼性の向上が図られたものであることが確
認された。
【０２３５】
　なお、本発明は上述の実施形態例において説明した構成に限定されるものではなく、そ
の他本発明構成を逸脱しない範囲において種々の変形、変更が可能である。
【符号の説明】
【０２３６】
　１０，２０…透明電極、１…金属細線パターン、１ａ…金属ナノ粒子、２…金属酸化物
層、１１…透明基板、２１…光取り出し層、３０，１５４…波長制御赤外線ヒーター、３
２…フィラメント、３６，３８…フィルター、３４…保護管、４０…中空部、４２…反射
板、５０…冷却機構、６０…制御装置、１００…製造装置、１０２…元巻きロール、１０
４…巻取りロール、１１０，１６０…搬送部、１２０…第１塗布部、１３０…第１乾燥部
、１４０…第２塗布部、１５０…第２乾燥部、１１２，１２２，１３２，１４２，１５２
，１６２…搬送ローラー、１２４，１４４…プラテン、１２６，１４６…印刷ヘッド、７
０…有機ＥＬ素子、３…発光機能層、３ａ…発光層、５…対向電極、ｈ…発光光

【図１】

【図２】

【図３】
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